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田村市太陽光発電システム等設置費補助事業 工事写真 

 

 

施工前（遠景） 

申請者         

撮影日         

撮影箇所        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

竣工後（遠景） 

申請者         

撮影日         

撮影箇所        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ここに写真を貼付してください。 

 

※写真撮影に係る留意点 

 ・写真は設備の設置前と設置後が明確に比較できる位置から撮影してく

ださい。 

 ・新築住宅へ設置する場合は、申請時に更地の写真が必要となります。

建築後に同位置から撮影した際、建築前と同じ場所であることが確認

でき、設備が写る位置から撮影してください。 

・設置した設備の近景写真と、設置した住宅の全体が写る遠景写真の２

種類を貼付してください 

・写真はＬ版（8.9ｃｍ×12.7ｃｍ）程度の大きさとしてください。 

 ・申請書及び実績報告書提出の直近に撮影した写真としてください。 

・デジタルカメラでの撮影も可としますが、できるだけ高解像度のもの

を使用してください。 

ここに写真を貼付してください。 

 

※写真撮影に係る留意点 

 ・写真は設備の設置前と設置後が明確に比較できる位置から撮影してく

ださい。 

 ・新築住宅へ設置する場合は、申請時に更地の写真が必要となります。

建築後に同位置から撮影した際、建築前と同じ場所であることが確認

でき、設備が写る位置から撮影してください。 

・設置した設備の近景写真と、設置した住宅の全体が写る遠景写真の２

種類を貼付してください 

・写真はＬ版（8.9ｃｍ×12.7ｃｍ）程度の大きさとしてください。 

 ・申請書及び実績報告書提出の直近に撮影した写真としてください。 

・デジタルカメラでの撮影も可としますが、できるだけ高解像度のもの

を使用してください。 
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施工前（近景） 

申請者         

撮影日         

撮影箇所        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

竣工後（近景） 

申請者         

撮影日         

撮影箇所        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

ここに写真を貼付してください。 

 

※写真撮影に係る留意点 

 ・写真は設備の設置前と設置後が明確に比較できる位置から撮影してく

ださい。 

 ・新築住宅へ設置する場合は、申請時に更地の写真が必要となります。

建築後に同位置から撮影した際、建築前と同じ場所であることが確認

でき、設備が写る位置から撮影してください。 

・設置した設備の近景写真と、設置した住宅の全体が写る遠景写真の２

種類を貼付してください 

・写真はＬ版（8.9ｃｍ×12.7ｃｍ）程度の大きさとしてください。 

 ・申請書及び実績報告書提出の直近に撮影した写真としてください。 

・デジタルカメラでの撮影も可としますが、できるだけ高解像度のもの

を使用してください。 

ここに写真を貼付してください。 

 

※写真撮影に係る留意点 

 ・写真は設備の設置前と設置後が明確に比較できる位置から撮影してく

ださい。 

 ・新築住宅へ設置する場合は、申請時に更地の写真が必要となります。

建築後に同位置から撮影した際、建築前と同じ場所であることが確認

でき、設備が写る位置から撮影してください。 

・設置した設備の近景写真と、設置した住宅の全体が写る遠景写真の２

種類を貼付してください 

・写真はＬ版（8.9ｃｍ×12.7ｃｍ）程度の大きさとしてください。 

 ・申請書及び実績報告書提出の直近に撮影した写真としてください。 

・デジタルカメラでの撮影も可としますが、できるだけ高解像度のもの

を使用してください。 


